
県　内　２　０　市　事　業　系　ご　み　詳　細　（２）
事業系一般廃棄物

№ 市　名
H17年国調速報 H17年工業統計 H16年商業統計 処理料金／１０kg当り単価

備　　　　　考
世帯数 人口 事業所数 商店数 可燃ごみ 不燃ごみ

14 妙高市 12,258 37,492 96 541 150円 150円 ・搬入車両は２ﾄﾝ以下で1日２台までとする　・家庭系ごみ手数料の２倍

1 新潟市 298,726 812,659 2,134 11,533 120円 120円
・ポリ袋90㍑以下の透明・半透明を使用する
・1日平均10kg以上排出事業者には運搬場所、方法等を指示する

6 新発田市 33,469 104,124 331 1,326 100円 100円

10 見附市 13,205 42,405 377 575 100円 100円

20 胎内市 10,218 32,682 127 629 100円 100円

2 長岡市 96,137 282,761 1,398 4,394 80円 -

・事業所用指定袋に入れごみステーションへ、１回に２袋まで
・ひもで縛るか、透明・半透明袋に入れ、２ﾄﾝ以下の車で持込む
・資源物…少量のびん・缶・PET・プラ容器包装材は、事業所用指定袋に入
れごみｽﾃｰｼｮﾝに、その他は許可業者に依頼する

3 上越市 70,524 207,316 676 3,140 80円 -
・H18.7.1～H20.3.31 80円、H20.4.1～H22.3.31 120円、H22.4.1～ 150円に段
階的に上げる　　併せ産廃処理手数料も同額

19 南魚沼市 18,678 62,898 248 917 75円 40円
・併せ産廃は、品目別に可燃ごみが10kg当り150円、300円、不燃ごみが
100kg当り800円とする
・破砕処理が必要なごみは、上記金額の２倍とする

11 村上市 10,760 30,500 129 615 63円 63円
・産業廃棄物（主に製造業者等から排出されるも）は、左記の金額の２倍と
する。10kg当り126円

9 十日町市 19,961 61,397 516 981 50円 50円

15 五泉市 17,947 56,543 296 792 50円 80円

16 阿賀野市 13,476 46,712 195 633 50円 80円 ・切断を要する可燃ごみは、10kg当り80円

17 佐渡市 25,360 66,633 263 1,362 50円 50円
・事業活動に伴う一般廃棄物の多量排出制限は、１日平均30kg以上とする
・公益上市が必要と認めた併せ産廃は、一廃と合わせた量が１日30kg未満
・併せ産廃の処分料は、100kgまで1000円(10kg100円)、超える50kgごとに500円＋

18 魚沼市 13,579 43,133 260 678 50円 50円 ・併せ産廃は、左記の金額の２倍とする。10kg当り100円

5 柏崎市 33,612 94,304 446 1,211 33.6円 33.6円
・併せ産廃も一廃と同額(段階的に21円、28円、31.5円、33.6円)
・指定袋（600×500）に210円証紙を貼ってｽﾃｰｼｮﾝﾍ出す　1日20kg未満

12 燕市 26,352 83,116 2,388 1,578 30.5円 92.5円

7 小千谷市 12,360 39,605 318 585 30円 30円

8 加茂市 10,001 31,252 297 513 30円 4円

4 三条市 33,422 104,251 1,548 2,036 28円 28円

13 糸魚川市 17,613 49,331 170 821 25円 25円

平均 65円 66円
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